
医療的ケア児の現状

児童福祉法の改正

第五十六条の六第二項

「地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児

が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を受けられるよう、保健、医療、福祉

その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めな

ければならない。」

＊ 画像転用禁止

（平成28年5月25日成立・同年6月3日公布）

（平成30年度厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業「医
療的ケア児に対する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の連携に関す
る研究（田村班）」報告）

○ 医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、ＮＩＣＵ等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、

たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のこと。

○ 全国の医療的ケア児は約2.0万人〈推計〉 ［平成30年厚生労働科学研究田村班報告］

○ 歩ける医療的ケア児から寝た
きりの重症心身障害児※1までい
る。

○ 生きていくために日常的な医
療的ケアと医療機器が必要
例）気管切開部の管理、人工
呼吸器の管理、吸引、在宅酸
素療法、胃瘻・腸瘻・胃管から
の経管栄養、中心静脈栄養
等

※1：重症心身障害児とは重度の知的障害と
重度の肢体不自由が重複している子ども
のこと。全国で約43,000人（者も含まれてい
る）。［岡田.2012推計値］
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医療的ケア児の概念整理

［医療的ケア］

人工呼吸器、気管切開、吸引、経管栄養（経鼻、胃瘻、腸瘻）、酸素療法、導尿、IVHなど

日本重症心身障害福祉協会 医療問題検討委員会報告（平成29年5月19日）一部改

肢体不自由児
重症心身障害児

知的障害児

超・準重症心身障害児

知的・肢体に障害はないが医療
的ケアが必要な子どももいる。

医療的ケア児
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経管栄養（胃ろう・腸ろうを含む）, 66%

全面的な介助が必要, 10%

一部介助が必要, 7%

介助なしで食事ができる, 

16%

無回答, 1%

言語理解不

可, 53%

簡単な言語理解, 

25%

簡単な色・数の理解可, 4%

簡単な文字・数の理解可, 6%

簡単な計算可, 

7%

5%

寝たきり, 65%

つかまり立ちができ

る, 9%

一人立ちができる, 

24%

無回答, 2%

在宅の医療的ケア児の状態像やサービス利用の現状

 在宅で実施している医療的ケアの種類（1日当たりの実施回数）  子どもの状態

【姿勢】

【食事】

【理解】

 医療サービスの利用状況
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32%

15%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

専門病院（大学病院・こども病院等）への通院

訪問看護

地域の病院・診療所への通院

訪問リハビリテーション

病院・診療所からの医師の往診

その他

78%

72%

62%

39%

37%

37%

31%

20%

15%

14%

3%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

服薬管理（2.9）

経管栄養（経鼻・胃ろう・腸ろう）（4.5）

吸引（16）

パルオキシメーター（2）

吸入・ネブライザー（2.1）

気管切開部の管理（バンド交換等）（1.4）

在宅酸素療法（1.4）

人工呼吸器の管理（1.7）

導尿（4.6）

その他（1.9）

中心静脈栄養（1.3）

咽頭エアウェイ（1.6）

n=1,331 

n=1,331 

出典：平成27年度障害者支援状況等調査研究事業報告書「在宅医療ケアが必要な子どもに関する調査」
【調査対象】日本小児総合医療施設協議会の会員施設32病院を受診し、在宅で医療的ケアを行っている18歳未満の子どもの保護者（障害の有無は問わず） 【回収率】69％（1,331/1,929件）

45%

41%

7%

4%

3%
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

居宅介護

医療型短期入所

福祉型短期入所

行動援護

重度障害者等包括支援

同行援護

その他

利用した, 

40%利用しな

かった, 

57%

無回答, 3%

n=529

 直近3ヶ月の在宅における福祉サービスの利用状況

利用した, 

38%利用しな

かった, 

58%

無回答, 

4%

49%

32%

24%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

放課後等デイサービス

児童発達支援

医療型児童発達支援

その他

 直近3ヶ月の障害児通所支援事業所等の利用状況

n=501
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地域における医療的ケア児の支援体制の整備

○訪問診療や訪問看護等医療を受けながら生活

することができる体制の整備の確保

○小児在宅医療従事者育成のための研修会の

実施 等

○障害児福祉計画等を利用しながら計画的

な体制整備

○医療的ケアに対応できる短期入所や障害

児通所支援等の確保 等

○ 医療技術の進歩等を背景として、NICU等に長期間入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的
ケアが必要な障害児（医療的ケア児）が増加。

○ 平成28年5月25日成立・同年6月3日公布の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正す
る法律」において、地方公共団体に対し、医療的ケア児が必要な支援を円滑に受けることができるよう、保健、医療、福祉等の各関連分野の支援
を行う機関との連絡調整を行うための体制整備に関する努力義務を規定（児童福祉法第５６条の６第２項）（本規定は公布日施行）

○ 「医療的ケア児の支援に関する保健、医療、福祉、教育等の連携の一層の推進について」（平成２８年６月３日関係府省部局長連名通知）を地方
公共団体等に発出し、連携体制の構築を推進。

○母子保健施策を通じて把

握した医療的ケア児の保

護者等への情報提供 等

医療関係

地方公共団体

保健 医療

障害福祉 保育

教育 その他

○保育所等、幼稚園、認定こども園

における子どもの対応や保護者の

意向、受入体制などを勘案した受入

や医療的ケア児のニーズを踏まえ

た対応 等

○学校に看護師等の配置

○乳幼児から学校卒業後までの

一貫した教育相談体制の整備

○医療的ケアに対応するための

体制整備（看護師等の研修）等

地方公共団体の関係課室等の連携

○関係課室等の連携体制の確保
○日頃から相談・連携できる関係性の構築
○先駆的に取り組んでいる地方公共団体
の事例を参考としつつ推進 等

関係機関等の連携

○協議の場の設置
○重症心身障害児者
等コーディネーターの
配置 等

教育関係

障害福祉関係

保健関係 保育関係
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